
構造改革特別区域計画新旧対照表 
改正後（新） 現行（旧） 

構造改革特別区域計画 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 
柏原市 

２ 構造改革特別区域の名称 
元気でにこにこ柏原給食特区 

３ 構造改革特別区域の範囲 
柏原市の全域 

４ 構造改革特別区域の特性 
柏原市(かしわらし)は、大阪平野の南東部、大阪府と奈良県との県境に

位置し、 大阪の都心からわずか 20kmほどの距離にありながら、市域の 3
分の 2 を山が占め緑豊かで、市の中央部を大和川が流れており多彩な自然
環境にある。また、ぶどうの産地で秋にはぶどう狩りが楽しめ、柏原ワイ
ンも醸造されている。
面積は 25.39ｋ㎡、人口は約 68,338人、世帯数 31,760 世帯 (令和 2 年

10 月 31 日現在 )のまちである。気候は、瀬戸内式気候に属しており、温
暖で比較的少ない降水量となっている。 
交通面では、ＪＲ大和路線（関西本線）と近鉄大阪線が南北に縦断して

走っており、大阪都心部まで約 20分という立地条件である。また、国道 25

構造改革特別区域計画 

１．構造改革特別区域計画の作成主体の名称 
柏原市 

２．構造改革特別区域の名称 
元気でにこにこ柏原給食特区 

３．構造改革特別区域の範囲 
柏原市の全域 

４．構造改革特別区域の特性 
柏原市(かしわらし)は、大阪平野の南東部、大阪府と奈良県との府県

境に位置し、大阪の都心からわずか２０ｋｍほどの距離にありながら、
市域の３分の２を山が占め緑豊かで、市の中央部を大和川が流れており
多彩な自然環境にある。また、ぶどうの産地で秋にはぶどう狩りが楽し
め、柏原ワインも醸造されている。 
面積は２５．３９ｋ㎡、人口は約７３，３４６人、世帯数３０，７７

０世帯 (平成２４年４月１日現在 )のまちである。気候は、瀬戸内式気候
に属しており、温暖で比較的少ない降水量となっている。 
交通面では、ＪＲ大和路線(関西本線)と近鉄大阪線が南北に縦断して

走っており、大阪都心部まで約２０分という立地条件である。また、国
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号 、国道 165 号、西名阪自動車道などが縦横に通っていて、自動車によ
るアクセスも便利である。 
昭和 17 年に玉手山高等学校（現関西福祉科学大学高等学校）が開校し、

これを母体とし昭和 40年に玉手山女子短期大学（現関西女子短大学）開
校、平成９年に関西福祉科学大学が開校するとともに、平成４年には大阪
教育大学柏原キャンバスが開校する。また、本市内には、原始から古代、
近世にわたり多くの遺跡や文化財があり、歴史的に貴重な地域と知られ、
教育文化都市へと発展している。 
このような状況の中、本市においても子どもを取り巻く社会環境は大き

く変化しており、核家族化の進行や共働き世帯の増加や多様化する働き方
などにより、家庭での子育ての不安、負担及び孤独感の高まり、保育所待
機児童の発生、公立幼稚園園児数の減少、また、幼稚園や保育所の老朽化
などによる施設環境の悪化など、その「育ち」に関わる多くの課題が顕在
化している。 
これらの課題を解決するため、本市では、「公立施設の民営化等による幼

保一元化ガイドライン（平成 26 年８月策定）」による取組を進め、平成 28
年４月に公立保育所を民営化（現：法善寺保育園）し、令和３年４月には、
「公立幼稚園及び公立保育所の再編整備に関する基本計画（平成 28 年７
月策定）」及び地区の状況に応じた具体計画等に基づいて、公立幼稚園と公
立保育所との統合による幼保連携型認定こども園の開設を予定している
（令和２年 10 月 31 日現在、公立幼稚園５か所、公立保育所５か所である
ものを、令和３年４月に公立幼保連携型認定こども園４か所、公立幼稚園
２か所（うち１か所は令和４年に幼保連携型認定こども園に統合予定）、公
立保育所１か所とするもの。）。 

道２５号、国道１６５号、西名阪自動車道などが縦横に通っていて、自
動車によるアクセスも便利である。 
昭和１７年 に玉手山高等学校(現関西福祉科学大学高等学校)が開校

し、これを母体とし昭和４０年に玉手山女子短期大学(現関西女子短期
大学)開校、平成９年に関西福祉科学大学が開校するとともに、平成４年
には大阪教育大学柏原キャンパスが開校する。また、本市内には、原始
から古代、近世にわたり多くの遺跡や文化財があり、歴史的に貴重な地
域と知られ、教育文化都市へと発展している。 
これらの利点により、本市中心部は住宅化が進んでおり、これに伴い、

共働き世帯の増加や核家族化も進行している。このことから、家族や地
域の結びつきが希薄になる中、子育ての協力者や仲間を得ることが難し
くなり、家庭における子育てへの負担や不安は増大している。親の悩み
や不安は子どもの成長に様々な影響を及ぼすことが懸念され、子どもの
健やかな成長のためには、保育サービスの向上及び、総合的な子育て支
援策の充実が課題となっている。 
このことより、本市では、公立・民間保育所をはじめとする様々な子

育て支援施策を充実させてきており、特に公立保育所においては障害児
保育、延長保育、生活面・精神面で支援が必要な家族への支援、児童虐
待への対応、地域での子育て支援活動などを実施し、さらなる多様な保
育ニーズに対応した子育てしやすい環境づくりを目指している。しかし
ながら、公立保育所は、建築年が昭和４１年から昭和５０年と古く、調
理室設備の老朽化と増加する保育需要により、自園調理では対応が困難
な状況となっている。 
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５ 構造改革特別区域計画の意義 
本市の公立保育所では、「公立保育所における給食の外部搬入方式の容

認事業」を活用して外部搬入給食を実施しているが、幼保連携型認定こど
も園へ移行する公立幼保連携型認定こども園３か所については、既存の保
育所園舎を活用するものであるため、引き続き「公立幼保連携型認定こど
も園の給食の外部搬入方式の容認事業」を活用し、人件費や食材料費の節
減など、調理業務の効率化・合理化を推進する。 

また、園庭やプランターでの野菜づくりなど、本市が定めた食育指導計
画に基づくきめ細かい育成プログラムを実施することで、児童に対し生涯
を通じた食への関心と正しい食習慣を身につけさせることができる。ま
た、地元産の農産物の利用により、地産地消の推進、地域の活性化に寄与
することが可能となる。 

６ 構造改革特別区域計画の目標 
(1) 給食の外部搬入方式の実施により、公立幼保連携型認定こども園及
び公立保育所運営の効率化と、多様化する保育ニーズに対応し保育サ
ービスの拡充及び子育て支援施策の充実を図る。

(2) 献立の評価検討を十分行うことにより、安全・安心で年齢や発達段階
に応じたきめ細やかな給食を提供する。また、食物アレルギーを持つ児

５．構造改革特別区域計画の意義 
近年、女性の社会進出や就労環境の多様化や、ひとり親家庭の増加に

伴い、子育て世帯を取り巻く環境は複雑化しており、家庭における養育
機能の低下とともに、保育需要も増加・多様化する一方である。 
保育所においても、より一層きめ細やかな保育サービスに対する取り

組みが必要となっており、これらの需要に応えていくためには、保育所
運営を効率化するとともに、親の子育ての負担を軽減するための施策を
図る必要がある。 
このことより、本特例措置を活用し、公立保育所における給食の外部

搬入の実施により、衛生面や安全面また食育等に十分配慮するととも
に、調理員の人件費の節減や給食材料の一元購入など、経費面での合理
的な節減が図られ、その財源を保育サービスの向上はもとより、子ども
の健やかな成長のための施策の充実に活用することが可能となる。 
また、本市が定めた食育指導計画に基づき、園庭やプランターにての

野菜づくりなど、きめ細かい食を通した育成プログラムを実施すること
で、児童に対し生涯を通じた食への関心と正しい食習慣を身につけさせ
ることができる。また、地元産の農産物の利用により、地産地消の推進、
地域の活性化に寄与することが可能となる。 

６．構造改革特別区域計画の目標 
① 給食の外部搬入方式の実施により、公立保育所運営の更なる効
率化と、多様化する 保育への保護者のニーズ に対応し保育サービ
スの拡充及び子育て支援施策の充実を図る。

② 献立の評価検討を十分行うことにより、安全・安心で年齢や発達
段階に応じたきめ細やかな給食を提供する。また、食物アレルギー
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童に対しても、献立作成段階で、十分検討した上で除去食や代替食を用
意するなど、柔軟に対応する。 

(3) 栄養士による専門的な調理指導のもと、安全で質の高い給食を確
保する。 

(4) 食育指導計画に基づき、季節に応じた野菜づくりや、クッキング体験
を実施するなど、乳幼児期から身近な食材に慣れ親しむことで、食への
関心と正しい食習慣を身につけさせ、子どもが健やかに成長できるよう
努める。それとともに、地産地消の推進により、地域の活性化を図る。 

 
 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会
的効果 
(1) 給食の外部搬入方式の実施により、施設 の維持管理費や調理員の配
置等による人件費など経費の節減が図られ、効率的な運営が図れる。 

 
(2) 衛生面や安全面において設備の整った大型調理施設 での一元納入、
一元調理により経費節減を図ることができ、その財源を保育サービスの
向上や子育て支援策の充実に活用できる。 

(3) 食育指導計画に基づき、園庭やプランターでの季節に応じた野菜づ
くりや、クッキング体験の取組などを進めることで、子どもが身近な
食材を通じて食に関心を持つとともに 、正しい食習慣や 食事マナーを
身に付け、食によって情緒の安定や感性を育むことができる。 

 
(4) 地元の農産物のぶどうをおやつとして購入することにより、地域の
農業振興に寄与できる。 

を持つ児童に対しても、献立作成段階で、十分検討した上で除去食
や代替食を用意するなど、柔軟に対応する。 

③ 栄養士 のもと、専門的な調理指導や安全で質の高い 保育所給食
を確保する。 

④ 食育指導計画に基づき、季節に応じた野菜づくりや、クッキング
体験を実施するなど、乳幼児期から身近な食材に慣れ親しむこと
で、食への関心と正しい食習慣を身につけさせ、子どもの健やかな
成長に努める。それとともに、地産地消の推進により、地域の活性
化を図る。 

 
７．構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的
効果 

① 給食の外部搬入方式の実施により、保育所施設の維持管理費や調
理員の配置等による人件費など経費の節減が図られ、保育所の効率
的な運営が図れる。 

② 衛生面や安全面において設備の整った大型調理施設にて、食材の
一元購入及び調理することで経費節減を図ることができ、その財源
を保育サービスの向上や子育て支援策の充実に活用できる。 

③ 保育所において、食育指導計画に基づき園庭やプランターでの季
節に応じた野菜づくりや、クッキング体験の 取り組み などを進め
ることで、乳幼児 が身近な食材を通じて食に関心を持つとともに
きちんとした食事マナーを身に付け、食を通して情緒の安定や感
性を育むことができる。 

④ 地元の農産物のぶどうをおやつとして購入することにより、地域
の農業振興に寄与できる。 
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８ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 
２００１ 公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式

の容認事業 
 
 
別紙 
 
１ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 
２００１ 公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式

の容認事業 
 
２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 
  区域内の公立幼保連携型認定こども園及び公立保育所 
 
 
 
 
 
 
３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 
  令和３年４月１日 
 

 
８．特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 
 
 
 
 
別紙 
 
１ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 
 
 
 
２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

柏原市立柏原保育所 柏原市大正１－９－５４ 
柏原市立国分保育所 相原市区分本町６－１１－２８ 
柏原市立円明保育所 柏原市玉手町１２－３０ 
柏原市立堅下保育所 柏原市平野１－６－２ 
柏原市立法善寺保育所 柏原市法音寺３－８０１ 
柏原市立柏原西保育所 柏原市大正３－８－８ 

 
３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

構造改革特別区域計画の認定を受けた日 
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４ 特定事業の内容 
公立幼保連携型認定こども園及び公立保育所における給食について、給

食調理を専門とする委託事業者から給食を搬入する。搬送は、衛生管理に
配慮しながら委託事業者が行うものとする。 

５ 当該規制の特例措置の内容 
(1) 外部搬入の実施について

公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入の実施にあた
っては、「幼保連携型認定こども園における食事の外部搬入等について
（府子本第 448 号・27 文科初第 1183 号・雇児発 0118 第３号 平成 28
年１月 18 日付）を、また、公立保育所における給食の外部搬入の実施
にあたっては、「保育所における食事の提供について（平成 22 年６月１
日付雇児発 0601 第４号）」における留意事項を遵守 し、各施設が子ど
もへの食事の提供について責任をもつ。 
なお、３歳未満児に対する給食の外部搬入を実施する区域内の公立幼

保連携型認定こども園及び公立保育所の入園又は入所の資格を有する
子どもは、満１歳６か月以上の子どもとする。 

(2) 設備について
区域内の公立幼保連携型認定こども園及び公立保育所は、専用の調理

室において、ガステーブル等の再加熱を行うための設備、冷蔵・冷凍等
の保存のための設備、配膳に必要な用具などを有している。また、１名
ないし２名の専任の調理員を配置しており、手作りおやつの調理や軽度
の下痢、嘔吐等の体調不良児への対応などが可能である。 

４ 特定事業の内容 
公立保育所の給食について、日本誠食株式会社で調理して搬入する外

部搬入方式を実施する。各保育所には調理員を配置し、衛生管理に十分
配慮した配膳を行うとともに、年齢に応じた給食提供、食物アレルギー
児に対応した除去食や代替食の提供、体調不良児への柔軟な対応を行
う。園児用の食器等は、洗浄・熱消毒し保管する。 

５ 当該規制の特例措置の内容 
(１) 公立保育所における給食の外部搬入の実施にあたっては、「保育所に

おける食事提供について（平成２２年６月１日付け雇児発０６０１第４
号）」における留意事項を遵守する。

各保育所の調理室の面積及び主な設備は以下のとおりである。なお、
各保育所とも加熱設備としてガステーブル、保存設備として冷凍・冷蔵
庫及び冷凍庫や保冷庫、配膳に必要な配膳車(国分保育所においては、配
膳用大盆有)が備え付けてあり、再加熱、冷蔵・冷凍、保冷、配膳は可能
である。各保育所に調理員を 1 名ないし 2 名を配置するとともに、体調
不良児については、給食の量や食材の大きさ、柔らかさなどを調整し、
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（調理室の状況） 

 
 
 

(3) 子どもの発達段階や特性、健康状態に応じた対応について 
子どもの発達段階や特性、健康状態に応じた味付けや大きさ、固さ、

量などを工夫し、可能な範囲で個別の対応を行う。特に食物アレルギー
については、入園・入所前、随時に保護者から聞き取りを行い、保護者
や医師から得られた情報に基づき、除去食や代替食を提供する。さらに、
委託事業者とともに定期的に子どもの喫食状況の観察を行い、気づき等
の情報を共有しながら必要に応じて保護者と面談を行うなど、食事の内
容、回数及び時機に適切に応じる。 

(4) 衛生基準について 
衛生基準は、「保護施設等における調理業務の委託について（昭和 62

年３月９日社施第 38 号 ）」において準拠されている「病院、診療所等
の業務委託について（平成５年２月 15 日指第 14号）」の第４の２の規
定を順守する。 
各施設に配置する調理員に対しては、定期的に健康診断、検便検査等

保育所の調理室で乳幼児の体調に合わせた給食を調理し提供する。 
(公立保育所調理室の状況) 

 
 
(２)  

外部搬入による給食は、１歳児から実施することとし、年齢等に応じて
味付けや大きさ、固さ、量などを変えて提供する。給食の内容は独自の献
立とし、給食の外部搬入については、日本誠食株式会社と委託契約を締結
する。 

 
 
 

(３)  
外部搬入を行う場合の衛生基準については 、「保護施設等における調理

業務の委託について（昭和６２年３月９月付社施第３８号 ）」において準
拠されている「病院、診療所等の調理業務の委託について（平成５年２月
１５日指第１４号）」の第４の２の規定及び「保育所における調理業務の
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を受診させ、また、衛生面や技術面の教育訓練等を実施する。 
調理は、クックサーブ方式により実施し、調理室において提供前に再

加熱し、盛り付けして配膳する。また、検食については、各施設で提供
前に行い、結果を検食日誌に記録する。 

 
 

 

 

【給食の配送計画】 

(平日・土曜日) 

Ａ号車 （柏原西保育所、かたしもこども園） 

８：30 出発   ナフス南㈱堺支店 

   ↓ 

９：15 到着   柏原西保育所（給食開始 11：00） 

９：20 出発 

  ↓ 

９：40 到着   かたしもこども園（給食開始 11：00） 

 

 

 

 

委託について（平成１０年２月１８日付児発第８６号）」を遵守する。 
 
給食の搬入については、加熱調理後、専用の保温食缶(シャトルドラム)

に入れ、専用の給食運搬冷蔵車で配送する。搬入された給食は、保育所調
理室で調理員により配膳し提供する。なお、再加熱が必要な場合は再加熱
を行い配膳する。また、検食については、日本誠食株式会社で配送前に行
うとともに、保育所においても提供前に検食を行う。 

 

【給食の配送計画】 

(平日・土曜日) 

Ａ号車 (法善寺保育所、堅下保育所、国分保育所) 

９：００出発    日本誠食株式会社 

   ↓ 

９：１０到着    法善寺保育所（給食開始１１：００） 

９：１５出発 

  ↓ 

９：２５到着    堅下保育所（給食開始１１：００） 

９：３０出発 

   ↓ 

９：４５到着    国分保育所（給食開始１１：００） 
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Ｂ号車  （たまてこども園、こくぶこども園） 

８：30 出発   ナフス南㈱堺支店 

   ↓ 

９：10 到着   たまてこども園（給食開始 11：00） 

９：15 出発 

  ↓ 

９：40 到着   こくぶこども園（給食開始 11：00） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ号車  (円明保育所、柏原西保育所、柏原保育所) 

９：００出発    日本誠食株式会社 

   ↓ 

９：２０到着    円明保育所（給食開始１１：００） 

９：２５出発 

   ↓ 

９：４０到着    柏原西保育所（給食開始１１：００） 

９：４５出発 

   ↓ 

９：５０到着    柏原保育所（給食開始１１：００） 
 
【日本誠食株式会社の概要】 
 
名  称：日本誠食株式会社 
設立年月：昭和３８年１２月 
構  造：鉄骨造３階建 
建築面積：３１６．１３ｍ （１階２階３階 総調理面積…４７９．６７ｍ） 
職  員：２２５人 

事 務    ６人 
栄養士    ９人 
調理員  ２１０人（調理師５４人、調理補助 １５６人） 

調理能力：１０，０００食 
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(5) 委託契約について
給食の外部搬入について、｢保育所における調理業務の委託について｣

(平成 10 年 2月 18 日児発第 86 号厚生省児童家庭局長通知）に従い、各
施設での給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適
切に遂行できる能力を有する者と委託契約を締結する。 
公立幼保連携型認定こども園及び公立保育所の施設長、保育士及び本

市の栄養士並びに委託事業者の調理責任者、栄養士等で構成する給食
委員会会議を 毎月 開催し、前月の献立の検証、次月の献立の作成等を
行う。 
献立については、本市の栄養士の指導を受けながら子どもの発育・

発達過程に応じた必要栄養素量を確保するとともに、食材に地元で生産
される農産物を多く取り入れ、地産地消を図りながら子どもが安全に安
心して食べられる給食を目指す。 
作成した献立は、事前に保護者に配布して周知し、献立に対する保護

者の要望等の把握に努める。 

なお、給食委員会会議 での決定内容や食物アレルギーへの対応 につ
いては、各施設で行う職員会議にて、調理員を含む全職員出席のもと、
周知徹底を行う。 

(6) 食育プログラムに基づき食事を提供することについて
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」、「保育所保育指針」、「保

育所における食事の提供ガイドライン」に基づく食育の取組として、食
育指導計画を策定するとともに、年齢ごとの食育計画により発育・発達
段階に応じた食育を推進する。 

調理器具：スライサー、回転釜、蒸し機、フライヤー、連続自動フライヤー、
焼き器、 連続自動ロースター、大型冷蔵庫、大型冷凍庫、食器洗
浄機、ガステーブル 
など 

(４)  
給食の内容については、毎月１回、保育所長代表１名、各保育所保育

士、市の管理栄養士と日本誠食株式会社の調理責任者や栄養士等からな
る給食委員会会議を開催し、前月分の献立の検証と次月の献立作成を行
う体制とする。また、献立については、本市の管理栄養士の指導を受け
ながらこどもの発育・発達過程に応じた必要栄養素量を確保する。さら
に、１ヶ月ごとの献立表を保護者に配布し、献立の周知とともに献立に対
する保護者の要望等の把握に努める。また、食物アレルギー児の対応につ
いては、入所前に保護者から詳しく聞き取り、保護者により１ヶ月分すべ
ての献立の確認後、除去食や代替食の提供（医師による意見書が必要）な
どを行う。 
なお、給食委員会会議決定事項及び食物アレルギー児の保護者による献

立確認リスト等については、各保育所職員会議にて全職員出席(調理員)
を含むのもと、周知徹底を行い、安全な給食の提供をする。 
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